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費
用
に
加
え
て
、
今
後
は
施
設

全
体
の
老
朽
化
に
伴
う
多
額
の

改
修
工
事
費
も
必
要
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
同
施
設
の
指
定

管
理
者
制
度
に
よ
る
指
定
期
間

が
満
了
す
る
今
年
度
末
を
も
っ

て
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
25
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
５
千
430
万
２
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
649
億
１
千
677

万
６
千
円
と
す
る
と
と
も
に
、

債
務
負
担
行
為
の
補
正
を
行
う

も
の
で
す
。

　

補
正
の
内
容
は
、
歳
出
予
算

に
お
い
て
、
総
務
費
で
は
、
文

化
人
顕
彰
事
業
費
の
増
額
150
万

円
で
す
。
こ
れ
は
、
中
田
喜
直

生
誕
90
周
年
に
当
た
り
、
都
立

井
の
頭
恩
賜
公
園
内
に
歌
碑
を

建
立
す
る
た
め
の
経
費
の
増
額

で
す
。
民
生
費
で
は
、
１
点
目

は
、
障
が
い
児
通
所
支
援
給
付

事
業
費
５
千
223
万
２
千
円
の
増

中
断
す
る
法
律
が
成
立
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
法

で
の
時
効
中
断
は
、
和
解
仲
介

手
続
へ
の
申
し
立
て
を
行
っ
た

者
で
、
そ
の
仲
介
が
決
裂
し
て

１
カ
月
以
内
に
訴
訟
を
提
起
し

た
者
の
み
と
い
う
厳
し
い
要
件

が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
原
発
事
故
は
、
収
束

に
ど
れ
く
ら
い
の
年
月
を
要
す

る
か
定
か
で
な
い
未
曾
有
の
大

事
故
で
あ
る
。
そ
の
事
故
に
は

何
の
責
任
も
な
い
何
十
万
人
、

何
百
万
人
と
い
う
人
々
が
、
長

期
に
わ
た
っ
て
困
難
な
生
活
を

強
い
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
人
々
の
賠
償
請
求
が

来
年
３
月
以
降
は
門
前
払
い
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
不
合
理

は
、
何
と
し
て
も
避
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に

は
、
民
法
の
消
滅
時
効
の
期
間

延
長
、
そ
し
て
事
故
後
の
一
定

期
間
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
損

害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
点
を

時
効
期
間
の
起
算
時
期
と
す
る

な
ど
の
立
法
措
置
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
。

　

本
市
に
も
福
島
県
か
ら
避
難

し
て
き
た
人
、
家
族
・
親
族
が

被
害
を
受
け
た
者
が
多
数
い

る
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
国

会
及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
内

容
を
含
む
特
別
措
置
法
の
制
定

を
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

１　

原
発
事
故
に
よ
る
被
害
の

賠
償
請
求
権
の
行
使
に
つ
い
て

３
年
間
の
消
滅
時
効
を
適
用
し

な
い
こ
と
。

２　

事
故
時
か
ら
20
年
間
の
除

斥
期
間
（
権
利
行
使
が
で
き
な

く
な
る
期
間
）
を
適
用
し
な
い

こ
と
。

３　

全
て
の
被
害
者
が
過
度
の

負
担
な
く
損
害
賠
償
請
求
で
き

る
十
分
な
権
利
行
使
期
間
を
定

め
る
こ
と
。

▪
東
京
電
力
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
事
故
に
よ
る
損
害
賠
償

請
求
権
の
時
効
期
間
を
延
長
す

る
特
別
措
置
法
の
制
定
を
求
め

る
意
見
書

　

福
島
原
発
事
故
か
ら
２
年
半

が
過
ぎ
た
が
、
事
故
は
収
束
の

見
通
し
が
立
た
ず
、
高
濃
度
の

大
量
の
汚
染
水
の
海
へ
の
流
出

も
続
い
て
い
る
。
事
故
に
よ
り

住
ま
い
と
仕
事
と
な
り
わ
い
を

失
い
、
故
郷
を
追
わ
れ
た
人
々

の
苦
難
は
、
ま
だ
解
決
の
め
ど

が
立
っ
て
い
な
い
。

　

多
く
の
被
害
者
は
、
わ
ず
か

な
生
活
再
建
支
援
金
や
東
電
に

対
し
て
行
っ
た
損
害
賠
償
の
仮

払
い
な
ど
に
頼
っ
て
暮
ら
し
を

成
り
立
た
せ
て
き
た
が
、
そ
の

損
害
賠
償
の
時
効
の
時
期
が
、

早
く
も
２
０
１
４
年
３
月
に
や

っ
て
こ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

原
発
事
故
の
後
の
混
乱
、
ま

た
損
害
賠
償
手
続
の
煩
雑
さ
な

ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
賠

償
手
続
に
着
手
で
き
た
の
は
、

多
く
の
被
害
者
の
う
ち
の
ご
く

わ
ず
か
な
者
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
被
害
の
実
態
す

ら
ま
だ
明
確
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
汚
染
水
問
題
が
示
す
よ
う

に
被
害
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ

と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
以
上
、

損
害
賠
償
の
請
求
は
む
し
ろ
こ

れ
か
ら
の
問
題
と
な
る
。

　

こ
う
し
た
中
で
、
民
法
が
規

定
す
る
３
年
の
時
効
を
そ
の
ま

ま
に
適
用
す
れ
ば
、
２
０
１
４

年
３
月
に
向
け
て
原
子
力
損
害

賠
償
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー
や
裁

判
所
の
事
務
的
処
理
能
力
を
超

え
る
賠
償
請
求
が
殺
到
す
る

か
、
も
し
く
は
大
き
な
被
害
を

こ
う
む
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
賠
償
請
求
に
間
に
合
わ
な

い
大
量
の
被
害
者
を
取
り
残
す

こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

さ
き
の
通
常
国
会
で
時
効
を

刻
さ
を
増
し
て
い
る
。
今
こ
そ

国
を
挙
げ
て
、
若
い
世
代
が
安

心
し
て
就
労
で
き
る
環
境
等
の

整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

よ
っ
て
、
本
市
議
会
は
、
政

府
に
対
し
、
若
い
世
代
が
仕
事

と
生
活
の
調
和
を
保
ち
、
安
心

し
て
働
き
続
け
る
こ
と
が
で
き

る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、
一

層
の
取
り
組
み
を
進
め
る
べ

く
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切

に
対
策
を
講
ず
る
よ
う
強
く
求

め
る
。

１　

世
帯
収
入
の
増
加
に
向
け

て
、
政
労
使
に
よ
る
「
賃
金
の

配
分
に
関
す
る
ル
ー
ル
」
づ
く

り
を
進
め
る
こ
と
。
ま
た
、
正

規
・
非
正
規
間
の
格
差
是
正
、

子
育
て
支
援
な
ど
、
総
合
的
な

支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
最
低

賃
金
引
き
上
げ
に
向
け
た
環
境

整
備
を
進
め
る
こ
と
。

２　

労
働
環
境
が
悪
い
た
め
に

早
期
に
離
職
す
る
若
者
も
依
然

と
し
て
多
い
こ
と
か
ら
、
若
年

労
働
者
に
劣
悪
な
労
務
環
境
下

で
仕
事
を
強
い
る
、
い
わ
ゆ
る

「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
等
に
対
し

て
、
違
法
の
疑
い
が
あ
る
場
合

等
、
企
業
名
の
公
表
な
ど
を
検

討
し
、対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。

３　

個
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

に
応
じ
た
多
様
な
働
き
方
を
可

能
と
す
る
た
め
に
、
地
域
限
定

や
労
働
時
間
限
定
の
正
社
員
な

ど
多
元
的
な
働
き
方
を
普
及
・

拡
大
す
る
環
境
整
備
を
進
め
る

と
と
も
に
、
短
時
間
正
社
員
制

度
、テ
レ
ワ
ー
ク
、在
宅
勤
務
な

ど
の
導
入
を
促
進
す
る
こ
と
。

４　

仕
事
や
子
育
て
等
に
関
す

る
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、

若
者
支
援
策
が
よ
り
有
効
に
実

施
・
活
用
さ
れ
る
よ
う
、
利
用

度
や
認
知
度
の
実
態
を
踏
ま

え
、
必
要
な
運
用
の
改
善
や
相

談
窓
口
等
の
周
知
、
浸
透
等
に

努
め
る
こ
と
。

算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
後
期
高

齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出

決
算
の
認
定
に
つ
い
て

※
以
上
６
件
の
決
算
議
案
に
つ

い
て
は
３
面
に
関
連
記
事

そ
の
他

◆
東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組

合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　

危
機
管
理
体
制
の
強
化
と
業

務
効
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、

東
京
た
ま
広
域
資
源
循
環
組
合

の
府
中
事
務
所
を
廃
止
し
、
東

京
都
西
多
摩
郡
日
の
出
町
大
字

大
久
野
７
６
４
２
番
地
に
あ
る

処
分
場
管
理
セ
ン
タ
ー
事
務
所

に
統
合
す
る
も
の
で
す
。

議
員
提
出
議
案

意
見
書

▪
若
い
世
代
が
安
心
し
て
就
労

で
き
る
環
境
等
の
整
備
を
求
め

る
意
見
書

　

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
多
様
化

や
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、
若
い

世
代
の
働
き
方
や
暮
ら
し
方
が

変
化
し
て
い
る
。
非
正
規
労
働

者
や
共
働
き
世
帯
が
ふ
え
た

今
、
若
い
世
代
が
本
来
望
ん
で

い
る
仕
事
と
生
活
の
調
和
が
崩

れ
、
理
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
悩
む
人
が
少
な
く
な
い
。

　

中
で
も
、
働
く
貧
困
層
と
い

わ
れ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
か
ら

抜
け
出
せ
ず
に
結
婚
を
諦
め
ざ

る
を
得
な
い
若
者
の
増
加
や
、

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
に
悩
む

女
性
の
増
加
、
正
規
雇
用
で
あ

り
な
が
ら
過
酷
な
労
働
環
境
で

働
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

若
年
労
働
市
場
の
実
態
な
ど
、

今
の
若
い
世
代
を
取
り
巻
く
問

題
は
多
岐
に
わ
た
り
、
年
々
深

こ
と
と
し
た
た
め
、
市
に
お
い

て
も
、
債
務
負
担
行
為
の
限
度

額
を
増
額
す
る
も
の
で
す
。
３

点
目
は
、子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
の
実
施
に
向
け
た
シ
ス

テ
ム
の
構
築
に
つ
い
て
、
２
カ

年
に
ま
た
が
る
委
託
契
約
を
締

結
す
る
た
め
、
債
務
負
担
行
為

を
設
定
す
る
も
の
で
す
。
４
点

目
は
、
家
庭
系
ご
み
指
定
収
集

袋
作
成
等
業
務
委
託
事
業
、
５

点
目
は
、
事
業
系
ご
み
指
定
収

集
袋
作
成
等
業
務
委
託
事
業
、

６
点
目
は
、
粗
大
ご
み
処
理
券

作
成
等
業
務
委
託
事
業
で
す
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、経
費
節

減
に
向
け
た
競
争
入
札
を
行
う

こ
と
と
し
た
た
め
、
債
務
負
担

行
為
を
設
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
平
成
25
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
１
号
）

　

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
、

そ
れ
ぞ
れ
１
億
51
万
１
千
円
を

追
加
し
、
総
額
を
112
億
６
千
331

万
３
千
円
と
し
、
平
成
24
年
度

の
保
険
給
付
費
等
の
確
定
に
伴

い
、国
、
支
払
基
金
、
東
京
都
、

三
鷹
市
が
そ
れ
ぞ
れ
財
政
負
担

す
べ
き
額
を
、
負
担
ル
ー
ル
に

従
っ
て
精
算
す
る
も
の
で
す
。

決
　
算

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
一
般
会

計
歳
入
歳
出
決
算
の
認
定
に
つ

い
て

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
国
民
健

康
保
険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
下
水
道

事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
介
護
サ

ー
ビ
ス
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

◆
平
成
24
年
度
三
鷹
市
介
護
保

険
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決

額
で
す
。
こ
れ
は
、
児
童
発
達

支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
、
障
が
い
児
相
談
支
援
の
利

用
者
の
大
幅
な
増
に
よ
る
も
の

で
す
。
２
点
目
は
、
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
関
係
費
57
万
円
の

計
上
で
す
。
こ
れ
は
、
三
鷹
市

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
委
員
報

酬
を
計
上
す
る
も
の
で
す
。

　

歳
入
予
算
で
は
、
国
庫
支
出

金
で
、
障
害
児
通
所
支
援
給
付

費
負
担
金
を
２
千
344
万
４
千
円

増
額
し
ま
す
。
ま
た
、
都
支
出

金
で
、
障
害
児
通
所
支
援
給
付

費
負
担
金
を
１
千
172
万
２
千
円

増
額
す
る
と
と
も
に
、
新
た

に
、
重
症
心
身
障
害
児
（
者
）

通
所
事
業
運
営
費
補
助
金
を
、

534
万
３
千
円
計
上
し
ま
す
。
こ

れ
ら
は
、
障
が
い
児
通
所
支
援

給
付
事
業
費
の
財
源
と
し
ま

す
。
次
に
、
総
務
費
寄
附
金
を

150
万
円
増
額
し
、
文
化
人
顕
彰

事
業
費
の
財
源
と
し
ま
す
。
こ

の
ほ
か
、
繰
入
金
に
お
い
て
、

介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
繰
入

金
を
340
万
３
千
円
増
額
す
る
と

と
も
に
、
繰
越
金
に
お
い
て
、

前
年
度
繰
越
金
を
889
万
円
増
額

し
ま
す
。

　

債
務
負
担
行
為
に
つ
い
て
、

１
点
目
は
、
三
鷹
市
土
地
開
発

公
社
が
平
成
25
年
度
に
先
行
取

得
す
る
公
共
用
地
の
買
取
り
、

２
点
目
は
、
三
鷹
市
土
地
開
発

公
社
が
平
成
25
年
度
に
融
資
を

受
け
る
事
業
資
金
に
係
る
債
務

保
証
で
す
。
三
鷹
消
防
署
の
移

転
用
地
等
の
取
得
に
向
け
、
三

鷹
市
土
地
開
発
公
社
の
用
地
先

行
取
得
に
係
る
事
業
資
金
を
20

億
円
か
ら
25
億
円
に
増
額
す
る

◆
三
鷹
市
子
ど
も
・
子
育
て
会

議
条
例

　

い
き
い
き
と
子
ど
も
が
輝
く

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
子

ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
77
条

に
基
づ
き
、
三
鷹
市
子
ど
も
・

子
育
て
会
議
を
設
置
し
、
そ
の

組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。
会

議
は
、
委
員
22
人
以
内
を
も
っ

て
組
織
す
る
と
と
も
に
、
委
員

は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に

関
し
て
学
識
経
験
を
有
す
る

者
、
そ
の
他
市
長
が
必
要
と
認

め
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
委

嘱
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
立
児
童
遊
園
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

東
京
外
郭
環
状
道
路
の
（
仮

称
）
中
央
ジ
ャ
ン
ク
シ
ョ
ン
地

域
の
準
備
工
事
等
が
着
手
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
独
立
行
政
法

人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務

返
済
機
構
に
用
地
を
返
還
す
る

必
要
が
生
じ
た
の
で
、
対
象
区

域
内
に
あ
る
北
野
ひ
が
し
児
童

遊
園
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
三
鷹
市
民
保
養
所
条
例
を
廃

止
す
る
条
例

　

三
鷹
市
民
保
養
所
箱
根
み
た

か
荘
に
つ
い
て
、
近
年
、
宿
泊

施
設
を
め
ぐ
る
社
会
的
な
環
境

の
変
化
に
伴
い
利
用
状
況
が
低

下
し
て
い
る
と
と
も
に
、
指
定

管
理
料
や
温
泉
維
持
管
理
等
の

可
決
し
た
議
案

第
３
回
定
例
会

市
長
提
出
議
案

条
　
例

補
正
予
算

今年度末をもって廃止される箱根みたか荘


